
【NT】ダーウィン大都市圏にワクチン接種未完了者限定の外出制限令（１１月５日

（金）午前０時より７２時間）等 

 

【ポイント】 

●北部準州（NT）政府は、１１月５日（金）午前０時より７２時間、ダーウィン大都市圏

にロックアウト（ワクチン接種未完了者に限定した外出制限令）、またキャサリン市に

ロックダウン（ワクチン接種完了者も含めた外出制限令）を発令すると発表しました。 

●ダーウィン大都市圏では、ワクチン接種完了者はロックアウト対象圏内であれば通

常通りの生活を送ることができます。一方、ワクチン接種未完了者は、医療サービス

の享受、生活必需品の購買、運動等の理由がある場合を除き、自宅から外出するこ

とはできず、出勤もできません（essential worker を含む）。 

 

【本文】 

１ 北部準州（NT）政府は、１１月５日（金）午前０時より７２時間、ダーウィン大都市圏

にロックアウト（ワクチン接種未完了者に限定した外出制限令）、またキャサリン市に

ロックダウン（ワクチン接種完了者も含めた外出制限令）を発令すると発表しました。 

 

（１）ダーウィン大都市圏（Darwin、Palmerston、Litchfield、Wagait Shire、Belyuen Shire、

Dundee、Bynoe、Charlotte、Cox Pennisula） 

 １１月５日（金）午前０時より７２時間、ロックアウト（ワクチン接種未完了者に限定し

た外出制限令）が発令されます。ロックアウトの対象者は、１回のみ接種済の人を含

め、ワクチン接種２回が完了していない人です。 

 ワクチン接種完了者については、ロックアウト対象圏内であれば通常通りの生活を

送ることができますが、ワクチン接種未完了者には以下の規制が適用されます。 

ア 以下４つの理由がある場合を除き、自宅から外出することはできません。 

- 医療上の理由（PCR テストやワクチン接種を含む） 

- 生活必需品の購買（食料、医薬品等） 

- 運動（１時間以内。自宅から５km圏内に限る） 

- 家族や自助できない人の生活支援 

イ 出勤することはできません（essential worker を含む）。企業・機関には、従業員、

顧客、来訪者、参加者がすべてワクチン接種を完了していることを確認する義務があ

ります。 

ウ 学校は引き続き開校し、１６歳以下の子どもはワクチン接種完了者と同等と見な

されます。ワクチン接種未完了の保護者は、学校や養護施設の出入口前までの子ど

もの送迎は可能ですが、施設内に立ち入ることはできません。 

 



（２）キャサリン市 

 １１月５日（金）午前０時より７２時間、ロックダウン（ワクチン接種完了者も含めた外

出制限令）が発令され、以下の規制が適用されます。 

ア 以下５つの理由がある場合を除き、自宅から外出することはできません。 

- 医療上の理由（PCR テストやワクチン接種を含む） 

- 生活必需品の購買（食料、医薬品等） 

- 社会に不可欠な業務への従事 

- 運動（１時間以内。自宅から５km圏内に限る） 

- 家族や自助できない人の生活支援 

イ 外出時にはマスク着用が義務となります。 

 

２ 今次発表された規則に違反した人（マスク着用義務の違反者を含む）には、５千豪

ドルの罰金が科せられます。 

 

３ 上記地域にいる準州民は、上記の必要不可欠な理由がある場合を除き、域外に

出ることはできません。警察は今後、上記地域の出入管理のため、検問所を設置す

る予定です。 

 

〇NT 政府ウェブサイト 

（ダーウィン大都市圏にワクチン接種未完了者限定の外出制限令発出（１１月４日発

表）） 

http://createsend.com/t/t-1624ABC595CAFD3C2540EF23F30FEDED 

（コロナ規制全般） 

https://coronavirus.nt.gov.au/ 

 

〇当館ウェブサイト 

（NT 政府による新型コロナウイルス対策計画（９月１５日発表）） 

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/document/japanese/consul/20210915nt.pdf 

 

【在シドニー日本国総領事館】  

Consulate-General of Japan in Sydney  

 Level 12、 1 O'Connell Street、  

Sydney NSW 2000 Australia  

代表電話（61-2）9250-1000  

 Fax（61-2）9252-6600  

 Web：https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html  

http://createsend.com/t/t-1624ABC595CAFD3C2540EF23F30FEDED
https://coronavirus.nt.gov.au/
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/document/japanese/consul/20210915nt.pdf


 Email：japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp  

 

※このメールは在留届、たびレジ、総領事館メールマガジン配信登録／読者登録に 

登録されたメールアドレスに配信されております。 

 

※「たびレジ」に簡易登録された方でメールの配信を変更・停止したい方は、以下の 

URL から手続きをお願いいたします。 

（変更）https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth  

（停止）https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete  

 

※「メールマガジン」に登録された方でメールの配信を変更・停止したい方は、以下の 

URL から手続きをお願いいたします。 

（変更）https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/modify?emb=sydney.au  

（停止）https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=sydney.au 


